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○青木さん　　（定住）

‐編集後記‐　 昨年、美奈宜の杜開設２０周年で、これからの『まちづくり』について、住民の皆さんと共に外部のいろいろな方の

ご意見を伺って、様々な考え方や取り組み方があることを認識しました。日々の生活の中から、街の将来に関わる改善や布石が

必要な事項をピックアップしながら『まちづくり』に取り組むことが基本です。幸いこの街には「西日本ビル」という心強い事業者が

存在し、住民のパートナーとして日々の要望に応えてもらっています。住民、事業者、行政の力を結集して、美奈宜の杜が日本中

のシニアから、ぜひ住んでみたい街と言われるような『まちづくり』が実現できると良いですね。 　　　　福元記

羅 針 盤 区会だより 

☆ 新入居者のお知らせ 

☆２９年度 資源ごみ収集の案内 
 先月、市の広報と共に日程表を各世帯宛に配布しました。毎月の「美奈宜の杜」スケジュール 

 でもご案内します。また、日程表の裏面に記載された、分別方法や出し方を守っていただくよう 

 お願いします。回収の時間は、今までの時間帯ではゴミ出しができない世帯もあり、以下の通 

  り一部変更しましたので、ご活用ください。 

 通常回収時間：９：００～１０：００（従来の通り） 

 偶数月（８月、１０月、１２月）：上記に加えて、１８：００～１９：００（同日夕方） 

  ※今月（４月）はまだ準備ができません。また６月、２月は、日祭日のため通常回収のみです。 

☆資源ごみ回収活動への参加者を募集しています。 

 区会役員主体に実施しております資源ごみの回収活動は、毎年多くの住民の方のご協力で 

 円滑に実施できております。 

 今年度も、住民の皆さんのご参加を募集しております。３回／年程度です。また、応募の際に 

 参加可能月、時間帯などのご希望をお伝えください。 

 ご参加可能な方は、区会役員書記の古川さんにご連絡をお願いします。 

区  会  連  絡 

★定時住民総会開催のお知らせ 

 第１６回美奈宜の杜区会 定時住民総会を開催します。 

 日 時：平成２９年４月９日（日） ９：３０～１２：００ （受付９：００～） 

 場 所：コミュニティセンター２階 多目的ホール 

 総会資料は、３月下旬に各世帯に配布します。 

区会＆生活環境部会からの連絡 

地区懇談会報告 

 各街区の地区懇談会の状況を報告します。 

共通課題の学校後援会費に関する説明、住民活動費の増額検討提案、住民見守り活動に関す

る報告の他、各街区ごと課題について討議された状況を報告します。 

★学校後援会費の拠出については、概ね前向きに受け止めて頂きましたが、会費の使途や 

 効果についての報告等の要望もありました。住民活動費の増額検討は、現状と将来の課題 

 として、１年ほどをかけて検討することをご了解いただきました。また、住民見守り活動として 

 １月に実施した案件の説明をし、今後も住民同士が助け合っていくことへのご理解を得ました。 

☆第１街区（２月１２日実施、２６世帯／２９名出席） 

 ◯街内道路に交通事故の発生危険個所があり、注意喚起等の対策の要望が出た。 

 ◯犬の糞の放置や鳴き声への苦情があり、強く防止を呼び掛けてほしいとの要望。 

 ◯免許更新時の高齢者講習可能施設の情報公開や免許返納時の足の確保対策への要望。 

☆第２街区（２月１９日実施、３４世帯／４１名出席） 

 ◯可燃ごみ出しのルールが守られていないことが度々あり、注意喚起してほしい。 

 ◯犬の糞の不始末やマナー違反があり、ルールの順守呼び掛けの要望。 

 ◯市道田代矢野竹線の舗装の傷みが相当あり、ダンプ通行後の確実な補修の実施を要望。 

 ◯未建築区画からの雨水の流れ出しがひどく、西ビルへの対策の要望。 

☆第３街区（２月２６日実施、３６世帯／４２名出席） 

 ◯美奈宜の湯の来場者の駐車が、周辺住民に迷惑をかけており、改善を要望してほしい。 

 ※全体に出てきた共通事項として、①野生動物の出没に伴う被害や迷惑 ②草木専用の 

  ゴミ捨て場のマナーが守られてない、ことがありました。今後、推移を見ながら、逐一対応を 

  してまいります。 

★八丁トンネル工事のダンプ通行に伴う道路補修対応について 

 ２月上旬に表題の土砂運搬ダンプの通行が終了しました。速やかに街内幹線道路の点検を国道事

務所、朝倉市、施工業者が実施し、交通安全委員、地区役員で立ち合い、補修個所の確認の上、住民

側の要望を伝えました。 

   １、補修方法は、国道事務所と朝倉市の話し合いにより決定する。 

  ２、補修時期は、他地区の補修もあり、全体の工事スケジュール決定後に連絡する。 

  ３、当面は陥没個所の応急補修をしておく。（すでに実施済み） 

  ４、信号の横断歩道の塗り直しは、現状況では実施しない。    （交通安全委員会） 

 

★子供の宿泊対応ができるお宅を募集します！！ 
  昨年農業体験でお世話になった黒川の林さんから、美奈宜の杜の一般のお宅で、農業体験旅行に

来る学童生徒を預かり、食事と宿泊の提供ができないかと要望されています。 

詳細は、別紙にてご案内しますので、対応が可能な方は、区会役員書記／古川さんにご連絡ください。 

                                                                            （農業体験チーム） 

★ペットマナー順守のお願い（ノラ猫への対応に関して） 

 日々ペットと楽しく暮らされている方が多い街ですが、区会には時折苦情も寄せられています。 

 今回はノラ猫に関する苦情がでており、マナーやルールを守っていただきますようにお願いします。 

 最近街内で、ノラ猫の子連れを見かけることが多くなりました。街内に住み着き、繁殖していると思 

 われます。猫の場合は条例規制がなく、行政はノラ猫を保護（捕獲）したり、他所に移すなどの対応 

 をしません。住民にできることは、ノラ猫が住みやすい環境を作らないことです。 

   １、餌を与えないでください。餌やりをするなら、責任ある飼い主になってください。 

   ２、室外に生ごみ等を出したままにしないでください。他の小動物も呼び寄せます。 
（ペットマナー担当） 


